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防衛省における環境保全状況調査等の実施について（通達）

標記について、下記のとおり定められたので通達する。
なお、施設別環境保全状況の調査について（防官総第３０８４号。６３．６．

２）及び環境保全関係事項の報告について（防官環第１４８７号。５１．４．１
）は廃止する。

記

１ 趣旨
この通達は、環境保全関係法令等に基づく防衛省における環境保全に関する

施策の状況の調査（以下「環境保全状況調査」という。）及び防衛省に対する
環境保全に係る苦情、陳情等の報告を効率的かつ効果的に実施するため、必要
な事項を定めるものである。

２ 定義
この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。
⑴ 環境保全関係法令等 別紙に掲げる法律、政令、府省令、告示等をいう。
⑵ 環境保全 防衛省・自衛隊の任務の遂行に伴って生ずる生活環境に係る大
気汚染、水質汚濁、海洋汚染、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、電
波障害、日照阻害その他の生活環境に支障を及ぼすおそれがある公害の防止
又は軽減及び自然環境を保全することが特に必要な区域（原生自然環境保全
地域、自然公園、鳥獣保護区、生息地等保護区等をいう。）における土地等
の形状の変更、工作物の新設、木材の伐採その他の自然環境の保全に支障を
およぼすおそれがある行為の防止並びに廃棄物の適正な処理をいう。

⑶ 機関等の長等 防衛省本省の内部部局にあっては大臣官房長、防衛省本省
の施設等機関にあっては当該施設等機関の長、統合幕僚監部及び自衛隊指揮
通信システム隊にあっては統合幕僚長、陸上幕僚監部並びに陸上自衛隊の部
隊及び機関（自衛隊情報保全隊、自衛隊体育学校、自衛隊中央病院、陸上幕



僚長の監督を受ける自衛隊地区病院及び自衛隊地方協力本部を含む。）にあ
っては陸上幕僚長、海上幕僚監部並びに海上自衛隊の部隊及び機関（海上幕
僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。）にあっては海上幕僚長、航空
幕僚監部並びに航空自衛隊の部隊及び機関（航空幕僚長の監督を受ける自衛
隊地区病院を含む。）にあっては航空幕僚長、情報本部にあっては情報本部
長、防衛監察本部にあっては防衛監察監、地方防衛局にあっては地方防衛局
長、防衛装備庁にあっては防衛装備庁長官をいう。

３ 環境保全状況調査
⑴ 機関等の長等は、毎年度、環境保全状況調査を実施するものとする。
⑵ 機関等の長等は、前号に規定する調査の結果を取りまとめ、当該年度終了
後４箇月以内に地方協力局長に報告するものとする。

４ 環境保全に係る苦情、陳情等の報告
機関等の長等は、周辺住民、地方公共団体等から環境保全に係る苦情、陳情

等がなされた場合には、その内容を四半期ごとに取りまとめ、当該四半期終了
後２箇月以内に地方協力局長に報告するものとする。

５ 委任規定
この通達に定めるもののほか、この通達の実施に関し必要な事項は、地方協

力局長が定める。

添付書類：別紙



別紙
環境保全関係法令等（一覧）

法 律 政 令 府省令 告示等
大気汚染防止法（昭和４３年法律第 大気汚染防止法施行令（昭和４３年 大気汚染防止法施行規則（昭和４６ 窒素酸化物の量の測定法（昭和５
９７号） 政令第３２９号） 年厚生省・通商産業省令第１号） ７年環境庁告示第４８号）

窒素酸化物に係るばい煙濃度の測
定法（昭和５７年環境庁告示第４
９号）
大気汚染防止法施行規則第十五条
第五号ただし書に規定する特定工
場等に設置されているばい煙発生
施設に係る窒素酸化物に係るばい
煙濃度の測定（昭和５７年環境庁
告示第５０号）
硫黄酸化物の量の測定方法（昭和
５７年環境庁告示第７６号）
石綿に係る特定粉じんの濃度の測
定法（平成元年環境庁告示第９３
号）
揮発性有機化合物濃度の測定法（
平成１７年環境省告示第６１号）
排出ガス中の水銀測定法（平成２
８年環境省告示第９４号）

ダイオキシン類対策特別措置法（平 ダイオキシン類対策特別措置法施行 ダイオキシン類対策特別措置法施行 ダイオキシン類対策特別措置法施
成１１年法律第１０５号） 令（平成１１年政令第４３３号） 規則（平成１１年総理府令第６７号 行規則第２条第２項第１号の規定

） に基づき環境大臣が定める方法（
平成１６年環境省告示第８０号）
ダイオキシン類対策特別措置法施
行規則第２条第１項第４号の規定
に基づき環境大臣が定める方法（
平成１７年日環境省告示第９２号
）

自動車から排出される窒素酸化物及 自動車から排出される窒素酸化物及 自動車から排出される窒素酸化物及
び粒子状物質の特定地域における総 び粒子状物質の特定地域における総 び粒子状物質の特定地域における総
量の削減等に関する特別措置法（平 量の削減等に関する特別措置法施行 量の削減等に関する特別措置法施行
成４年法律第７０号） 令（平成４年政令第３６５号） 規則（平成４年総理府令第５３号）



水質汚濁防止法（昭和４５年法律第 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年 水質汚濁防止法施行規則（昭和４６ 排水基準を定める省令の規定に基
１３８号） 政令第１８８号） 年総理府・通商産業省令第２号） づく環境大臣が定める排水基準に

係る検定方法（昭和４９年環境庁
告示第６４号）
化学的酸素要求量に係る汚濁負荷
量の測定方法（昭和５４年環境庁
告示第２０号）
水質汚濁防止法施行規則第六条の
二の規定に基づく環境大臣が定め
る検定方法（平成元年環境庁告示
第３９号）
水質汚濁防止法施行規則第９条の
４の規定に基づく環境大臣が定め
る測定方法（平成８年環境庁告示
第５５号）
窒素含有量に係る汚濁負荷量の測
定方法（平成１３年環境省告示第
７７号）
りん含有量に係る汚濁負荷量の測
定方法（平成１３年環境省告示第
７７号）
射撃場に係る鉛汚染調査・対策ガ
イドライン（平成１９年３月。環
境省水・大気環境局土壌環境課）

瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和 瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規
４８年法律第１１０号） （昭和４８年政令第３２７） 則（昭和４８年総理府令第６１号）
湖沼水質保全特別措置法（昭和５９ 湖沼水質保全特別措置法施行令（昭 湖沼水質保全特別措置法施行規則（
年法律第６１号） 和６０年政令第３７号） 昭和６０年総理府令第７号）
下水道法（昭和３３年法律第７９号 下水道法施行令（昭和３４年政令第 下水道法施行規則（昭和４２年建設 排水基準を定める省令の規定に基
） １４７号） 省令第３７号） づく環境大臣が定める排水基準に

係る検定方法（昭和４９年環境庁
下水の水質の検定方法等に関する省 告示第６４号）
令（昭和３７年厚生省・建設省令第
１号）

浄化槽法（昭和５８年法律第４３号 浄化槽法施行令（平成１３年政令第 環境省関係浄化槽法施行規則（昭和 浄化槽の保守点検時に残留塩素を
） ３１０号） ５９年厚生省令第１７号） 測定する方法について（環廃対第

６６２号。１４．１０．１１）



浄化槽法第７条第１項及び第１１
条第１項に規定する浄化槽の水質
に関する検査の項目、方法その他
必要な事項（平成１９年環境省告
示第６４号）

海洋汚染等及び海上災害の防止に関 海洋汚染等及び海上災害の防止に関 海洋汚染等及び海上災害の防止に関
する法律（昭和４５年法律第１３６ する法律施行令（昭和４６年政令第 する法律施行規則（昭和４６年運輸
号） ２０１号） 省令第３８号）
土壌汚染対策法（平成１４年法律第 土壌汚染対策法施行令（平成１４年 土壌汚染対策法施行規則（平成１４
５３号） 政令第３３６号） 年環境省令第２９号）
騒音規制法（昭和４３年法律第９８ 騒音規制法施行令（昭和４３年政令 騒音規制法施行規則（昭和４６年厚 特定工場等において発生する騒音
号） 第３２４号） 生省・農林省・通商産業省・運輸省 の規制に関する基準（昭和４３年

・建設省令第１号） 厚生省・農林省・通商産業省・運
輸省告示第１号）

環境基本法（平成５年法律第９１号 航空機騒音に係る環境基準につい
） て（昭和４８年環境庁告示１５４

号）
振動規制法（昭和５１年法律第６４ 振動規制法施行令（昭和５１年政令 振動規制法施行規則（昭和５１年総 特定工場等において発生する振動
号） 第２８０号） 理府令第５８号） の規制に関する基準（昭和５１年

環境庁告示第９０号）
建築物用地下水の採取の規制に関す 建築物用地下水の採取の規制に関す 建築物用地下水の採取の規制に関す
る法律（昭和３７年法律第１００号 る法律施行令（昭和３７年政令第３ る法律施行規則（昭和３７年建設省
） ３５号） 令第２２号）
悪臭防止法（昭和４６年法律第９１ 悪臭防止法施行令（昭和４７年政令 悪臭防止法施行規則（昭和４７年総 特定悪臭物質の測定の方法（昭和
号） 第２０７号） 理府令第３９号） ４７年環境庁告示第９号）

臭気指数及び臭気排出強度の算定
の方法（平成７年環境庁告示第６
３号）

特定化学物質の環境への排出量の把 特定化学物質の環境への排出量の把 特定化学物質の環境への排出量の把
握等及び管理の改善の促進に関する 握等及び管理の改善の促進に関する 握等及び管理の改善の促進に関する
法律（平成１１年法律第８６号） 法律施行令（平成１２年政令第１３ 法律施行規則（平成１３年内閣府・

８号） 財務省・文部科学省・厚生労働省・
農林水産省・経済産業省・国土交通
省・環境省令第１号）

水銀による環境の汚染の防止に関す 水銀による環境の汚染の防止に関す 水銀による環境の汚染の防止に関す
る法律（平成２７年法律第４２号） る法律施行令（平成２７年政令第３ る法律第２条第２項の要件を定める

７８号） 省令（平成２７年経済産業省・環境



省令第１０号）
水銀等の貯蔵に関する省令（平成２
７年総務省・財務省・文部科学省・
厚生労働省・農林水産省・経済産業
省・国土交通省・環境省・防衛省第
１号）
水銀含有再生資源の管理に関する命
令（平成２７年内閣府・総務省・法
務省・外務省・財務省・文部科学省
・厚生労働省・農林水産省・経済産
業省・国土交通省・環境省・防衛省
第３号）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 し尿処理施設に係る汚泥の再生方
（昭和４５年法律第１３７号） 施行令（昭和４６年政令第３００号 施行規則（昭和４６年厚生省令第３ 法（平成４年厚生省告示第１９３

） ５号） 号）
特別管理一般廃棄物及び特別管理
産業廃棄物の処分又は再生の方法
として環境大臣が定める方法（平
成４年厚生省告示第１９４号）
環境大臣の定める焼却施設（平成
９年厚生省告示第１８７号）
環境大臣が定める一般廃棄物（平
成９年厚生省告示第２５８号）
特定家庭用機器一般廃棄物及び特
定家庭用機器産業廃棄物の再生又
は処分の方法として環境大臣が定
める方法（平成１１年厚生省告示
第１４８号）
指定有害廃棄物の処分又は再生の
方法として環境大臣が定める方法
（平成１６年環境省告示第６３号
）
環境大臣が定める熱分解の方法（
平成１７年環境省告示第１号）
石綿含有一般廃棄物及び石綿含有
産業廃棄物の処分又は再生の方法
として環境大臣が定める方法（平



成１８年環境省告示第１０２号）
環境大臣の定める焼却の方法（平
成２３年環境省告示第２９号）
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律施行令第１６条の２第１号から
第４号までに掲げる機器が有害使
用済機器となったものの再生又は
処分の方法として環境大臣が定め
る方法（平成３０年環境省告示第
１０号）

資源の有効な利用の促進に関する法 資源の有効な利用の促進に関する法
律（平成３年法律第４８号） 律施行令（平成３年政令第３２７号

）
自然環境保全法（昭和４７年法律第 自然環境保全法施行令（昭和４８年 自然環境保全法施行規則（昭和４８ 原生自然環境保全地域及び自然環
８５号） 政令第３８号） 年総理府令第６２号） 境保全地域の許可、届出等の取扱

要領（環自計発第０５１００１０
０１号。１７．１０．１）

自然公園法（昭和３２年法律第１６ 自然公園法施行令（昭和３２年政令 自然公園法施行規則（昭和３２年厚 国立公園の許可、届出等の取扱要
１号） 第２９８号） 生省令第４１号） 領（環自国発第０５１００３００

１号。１７．１０．３）
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適
正化に関する法律（平成１４年法律 正化に関する法律施行令（平成１４ 正化に関する法律施行規則（平成１
第８８号） 年政令第３９１号） ４年環境省令第２８号）
絶滅のおそれのある野生動植物の種 絶滅のおそれのある野生動植物の種 絶滅のおそれのある野生動植物の種
の保存に関する法律（平成４年法律 の保存に関する法律施行令（平成５ の保存に関する法律施行規則（平成
第７５号） 年政令第１７号） ５年総理府令第９号）
特定外来生物による生態系等に係る 特定外来生物による生態系等に係る 特定外来生物による生態系等に係る
被害の防止に関する法律（平成１６ 被害の防止に関する法律施行令（平 被害の防止に関する法律施行規則（
年法律第７８号） 成１７年政令第１６９号） 平成１７年農林水産省・環境省令第

２号）
電波法（昭和２５年法律第１３１号 電波法施行令（平成１３年政令第２ 電波法による伝搬障害の防止に関す
） ４５号） る規則（昭和３９年郵政省令第１６

号）
電波法施行規則（昭和２５年電波監
理委員会規則第１４号）

建築基準法（昭和２５年法律第２０ 建築基準法施行令（昭和２５年政令 建築基準法施行規則（昭和２５年建
１号） 第３３８号） 設省令第４０号）


